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１．はじめに

　最近，書店や雑誌などで MOT（技術経営）という

言葉を目にする機会が増えた。続々と MOT スクー

ル（社会人大学）が開校し，弁理士が応募するケー

スも見られている。ただ，MOT という言葉が先行し，

MOT とはどのようなものであるのか，MOT について

の時代的背景，欧米や我が国の取り組みの現状などに

ついては実はあまり知られていないのではないか。

　本稿では，MOT とはどのようなものであるか概要

を紹介するとともに，米国及び日本における MOT へ

の取り組みの変遷と現状を紹介する。さらに，日本の

産業界に求められる MOT 人材像とその人材が保有す

べきスキルについて調査・研究した結果を紹介しつつ，

MOT の視点から，これからの弁理士の役割について

若干の提案を試みてみたい。

２．MOTとは

　「MOT」とは，Management of Technologyの略語であり，

同義語として Technology  Management，Engineering 

Management，Technology Innovation Management など

多様な呼び方がある。日本語では一般的に「技術経営」

と訳される。

　「MOT の定義は？」という質問に即答することは実

はかなり難しい。これは MOT が時代の変遷とともに

その定義するところに変化があるためと思われる。そ

こで，本稿では MOT の草創期・中期・現在に分け，

各時代の定義の一例を紹介してみたい。

　まず草創期であるが，一説によれば，米国連邦航空

宇宙局（NASA）が MIT（マサチューセッツ工科大学；

Massachusetts Institute of Technology）の教授陣に対し

て，1960 年当時，MOT に関するリサーチ予算をつけ

たのが，そのはじまりといわれている。

　その当時のノウハウを集大成して，1981 年に教育

プログラムに仕立てたものが，MIT の MOT プログ

ラムである。同プログラムは，全米初の学位提供型

MOT プログラムであり，エンジニアリング・スクー

ルとマネジメント・スクールとの初のジョイント・プ

ログラムでもあった。

　その後，1988 年には製造業におけるリーダー養成

プログラムである LFM（Leader for Manufacturing）プ

ログラムがスタートしている。

　この LEF プログラムでは MOT を次のように定義づ

けている。MOT とは，「エンジニアリング，科学，お

よび経営規則を，技術力強化ための計画，開発，実現

に結び付けつつ，組織の戦略・戦術目標を形成，達成

すること」である。MOT が対象とするのは，研究開

発によるイノベーション・プロセスをマネジメントす

る以外に，技術を製品や製造工程，および他の企業機

能に導入して使用することも含まれると定義した。

　同時期には，スタンフォード大学においても同様の

展開が開始されている。スタンフォード大学ビジネス

スクールでテクノロジー・マネジメント講座を担当し

ていたウィリアム・ミラーが CEO を務めていた SRI

（Stanford Research Institute） で は，1988 年 に，MOT

の目的は「技術投資の費用対効果を最大化することで

ある」と定義しており，これを実現するためには技術

をいかに市場化するかがポイントであるとしている。

　一方，わが国においては，技術経営教育センター山

之内昭夫代表（元大東文化大学教授）が，1984 年に
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いち早く MOT を取り上げ，「技術経営とは，技術を

事業の核とする企業・組織が次世代の事業を継続的に

創出し，持続的発展を行うための創造的，かつ戦略的

なイノベーションのマネジメント」と定義している。

　続いて中期だが，Portland 州立大学のコカオグリュ

（D.F.Kocaoglu）教授は，1990年の IEEE 掲載論文の中

で，MOT とは，企業内における従来からの経営要素

である人・モノ・金に加え，「技術」を新たに重要な

要素と捉え，「技術の研究開発から運用の全過程に対

して戦略的・戦術的計画と運用管理をする事」と定義

づけている。MOT で扱う範囲は企業経営のうち技術

課題を扱う経営領域と定義され，製品技術・オペレー

ション技術・研究開発マネジメント等がその領域に含

まれるとした。その後 1999 年，同コカオグリュは，

MOT の守備範囲を「主に工場の中にあるインダスト

リアル・エンジニアリング（IE）と一般的な公共政策

との間に横たわる広い領域であり，事業領域との関連

や研究開発，技術移転，技術者組織，マーケティング

等をも含んでいる」とした。

　そして現在，UC（カリフォルニア大学 ; University 

of California）バークレー校では，MOT を「ハイテク

製品を市場へ導く各種行為」と定義づけ，新製品開発

や商品化に対するマネジメントにおけるオペレーショ

ナルかつ組織的な諸問題にフォーカスしている。企業

内外における技術面における戦略的投資プロセスか

ら，顧客ニーズを把握したプロトタイプ製品の開発や

宣伝コピーの作成方法までをも範疇としている（5）。

　イースタン・ミシガン大学では，MOT に関する教

育を，例えば，システムプランニング・デザインや技

術影響評価など，「技術変化への全体プロセスを改善

するスキルと知識を提供する学問」であるとしている。

なぜ MOT が必要とされているのか。それは，新技術

を事業化する組織にとって，品質，性能，安全性，柔

軟性，時には要求仕様に満たない機器やシステム販売

価格の見直しを含めた改善が求められるためであると

している（6）。

　英国オックスフォード・ブルックス大学では，

MOT とは，「技術をベースとして新製品を市場に投入

するビジネスを支援する考え方」として定義している。

それはイノベーション・プロセスをマネジメントする

ことと置き換えることもできるとしている。知識社会

においては，技術面におけるノウハウが，平均的な利

幅を大きく上回る利潤を獲得できる競争優位の源泉と

なるが，MOT は，多くの企業活動における戦略的思

考の拠りどころとなるものとしている（7）。

　わが国でもいくつかの定義がなされたが，東京大学

丹羽清教授と現東洋大学山田肇教授は，「人，モノ，

金，情報にプラスして「技術」を重要な要素と捉え，

研究開発から技術の購入，アライアンス，アウトソー

シング，売却，撤退等に関する全過程に対して計画と

運用の管理までを行うもの」とする定義や，一橋大学

青島矢一助教授の「新技術・技術進歩が生み出す企業

価値を理解した上で経営を行うこと（広義の MOT），

及び効果的・効率的な技術開発を行うこと（狭義の

MOT）」といった定義が挙げられる。

　上記に紹介したとおり，定説とされる普遍的な定義

が存在せず，現在の事業・技術を取り巻く環境に応じ

て，「技術を財に変える」ための実践的で体系化され

た知識・方法論が MOT である。

３．今，我が国に MOTが求められる理由

　実は，現在 MOT という形で理論的な整理がなされ

ている事項の多くは，80 年代に優れた競争力を誇っ

ていた日本企業では当たり前のように機能していたこ

とが多い。生産管理におけるジャストインタイムや，

品質管理における TQM（Total Quality Management）は，

まさに日本企業が日々の実践の中で生み出した手法そ

のものである。これらの分野は学問領域としても体系

化され，その後，米国のみならず各国において参考と

されている。かつての日本企業は，現在の MOT とい

う概念を知らずとも，生産技術を始めとした高い技術

力により新製品を次々と世に送り出し，その製品が持

つ技術優位性・コスト優位性等により世界市場で高い

シェアを獲得し，とるべきリスクをとって長期的な投

資を行うことで更なる競争力を高め，企業価値を向上

させていた。ところが，現在は当時と環境が異なり「過

去の成功体験」をそのままにという訳にはいかない。

まずはこの環境変化について考えてみたい。

　第一点目として挙げられるのは，競争環境が変わっ

たということである。技術革新が進み，数十年かけて

構築した技術面での優位が非常に短期間にキャッチ

アップされるようになった上に，モジュール化された

生産工程技術は圧倒的に単価の安い途上国にとって変

わられるようになった。これにより「日本しか作れな
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い」という領域が減少し，「いかに高品質で安く作る

か」という部分で日本が強みを出すことができなく

なった。また，当時の日本企業では，中央研究所を擁

して基礎研究から応用研究を一貫して行い，そこから

生まれた技術を使って新製品を出すことでマーケット

を開拓するというモデルが成立していた。しかし，技

術の高度化と開発サイクルの短期化による不確実性の

増大，90 年代後半からの自由競争とグローバルな株

主利益尊重の波等が押し寄せ，自前主義による研究開

発や事業化はもはや限界に達している。

　二点目は知財を代表とする無形資産の位置付けが大

きく変わったことである。有形の製品やサービスだけ

でなく，その製品やサービスを実現するためのベース

となる無形の知識や技術に対し，所有権と対価が認め

られるようになると同時に，それを侵害した場合に多

額の賠償を支払わなければならない環境が構築され

た。これにより，ビジネスのコアとなる無形資産（知

財・標準など）を押さえた企業が多額の利益を得る一

方，それ以外の企業は大きく水をあけられるように

なった。多くの日本企業は無形資産の戦略的マネジメ

ントに出遅れ，ビジネスのコアとなる部分を押さえき

れておらず，先行する欧米企業に収益面で大きな差を

つけられてしまった。

　最後，三点目は市場のニーズが変わってきているこ

とである。市場のニーズは，顕在化したニーズへの対

応→潜在的なニーズへの対応→ニーズそのものを企業

が自ら生み出すという流れで進化してきている。つま

り顕在化したニーズ，言い換えれば顧客が「不足して

いる」と感じているものを見つけ，それを高品質で安

く作ることから，企業自らが新しいモノ・サービスを

創造し，顧客にアピールしつつ市場を作り上げていく

ことが必要な時代に変わってきているという考え方を

持つ必要がある。ここでも，顕在化したニーズに対し

高品質で安い製品を提供できるという日本の強みが，

必ずしも強みにはならない環境へと変わってきている

のである。

　実際，このような環境変化により，日本企業でも無

視できない課題が顕在化している。最も良く言われる

ことはいわゆる「死の谷」として知られるものであり，

研究開発成果を活用して事業化・商品化していく部分

に，多くの企業が弱点を抱えていることが指摘されて

いる 。科学技術白書でも製造業における研究開発効

率の低下が指摘され，弊社が実施した政策創発研究で

も研究成果が製品化されないことがある企業が 8割に

達する上に該当企業の多くが深刻な課題と認識してい

るとの調査結果が出ている。また，「ダーウィンの海」

として知られるように，事業化に至っても過当競争に

巻き込まれ，利益亡き繁栄を強いられる企業も少なく

ない。さらに，製品が市場へ浸透していくライフサイ

クルにおいて，ターゲットとすべき顧客が違った種類

の層へ入れ替わっていく際の断層問題，いわゆる「キャ

ズム」の問題もハイテク製品を始めとして指摘されて

きており，各社ともに乗り越えるための努力はしてい

るものの，依然として大きな問題となっている。

　これらは前述した環境変化により，日本企業に求め

られるイノベーションの性質が How to make（いかに

して作るか）から What to make（何を創りだすか）へ

と変わる中，なかなかそれに対応できないために発生

している課題と考えることができる。

　日本企業はこれまでも無意識に MOT を実践してき

たと考えることができる。しかし，前述した環境の変

化から，これまでの日本伝統の MOT だけでは日本の

競争力を維持できなくなってきているのである。これ

が今，我が国で MOT に注目が集まる大きな理由と考

えられる。

４．米国における MOTの変遷

　次節で最近の環境変化を踏まえ，我が国が MOT に

どのように取り組んでいるのかを紹介するが，その前

に MOT 先進国である米国における MOT への取り組

みについて紹介しておきたい。

　既に紹介したとおり，米国で MOT への本格的な取

り組みが始まったのは 1980 年代である。80 年代の米

国においては，貿易赤字と財政赤字のいわゆる双子の

赤字の解消が政策上の大きな課題となっていた。一方

で，日本の製造業を中心に，諸外国の産業が台頭して

きたことにより，これまで維持してきた国際競争力の

優位性が急速に低下しつつあった。これに危機感を

持った産業界の強い要請のもと，米国政府は国際競争

力の維持・強化を目的に，米国産業課題の研究とそれ

に基づく諸施策の改革に着手することとなった。

　1985年の米国大統領産業競争力委員会レポート（通

称ヤングレポート）では，競争力低下の主要因として

米国教育システムの問題点を指摘。初中等教育改革だ
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けでなく，雇用者による教育訓練の奨励，未来の技術

者，実業界での指導者を育成する大学の能力強化を提

言した。

　1986 年，MIT ではこのレポートを受けて，「米国の

製造業では，経営者は技術問題を理解できていない。

逆に技術者は経営問題を理解できてはいない。このこ

とが米国の製造業の国際的地位，国際競争力に負の影

響を与えている。産学連携によってこの問題を解決し

たい」とする産業生産性調査委員会レポート（Made 

in America）を発表した。その具体的治療法として提

案されたのが前述の LFM プログラムである。

　この時期，米国内では多数の提言が行われているが，

これら一連の提言において，新技術の商業化とそのた

めの人材育成の必要性が唱えられ，ビジネススクール

をはじめとする高等教育改革が示唆された。これが米

国における MOT プログラム拡大の契機となったとい

われている。

　ここでは，MOT 定着への取り組みの一例として，

具体的な産学の強いパートナーシップを前提に極めて

実践的な内容となっている LFM について若干触れて

みたい。

　LFM は，当時世界を席巻していた日本製造業の徹

底的な分析に基づき作成された産業生産性調査委員会

レポート（Made in America）の成果を踏まえ，製造業

を強化し，変革を導くことのできるリーダーの育成を

目指し開発された。比較的若い製造業従事者を主な対

象とする同プログラムは，教室での授業に加え，6.5ヵ

月のインターンシップと多数の工場見学，論文作成な

どから構成され，ビジネススクールとエンジニアス

クールのコラボレーションにより実現される実践的・

統合的な内容となっている。インターンシップでは，

主に同プログラムのパートナー企業（全米トップクラ

スの有力製造業を中心に約 30 社）から提示されるマ

ネジメントとエンジニアリングの統合をテーマとする

課題に対し，各スクールの専任教員の指導を受けなが

ら，実際に企業に入り込んで解決策を検討し，論文と

してまとめていく。学生にとっては学んだ理論やスキ

ルを実践してみる機会が提供される点で魅力的である

ことはいうまでもないが，大学にとっては企業が抱え

る問題に触れ，最新の業界動向を把握し，研究活動に

いかせる点でインセンティブが働く。また，主な受け

入れ先となるパートナー企業にとっては，優秀な人材

の確保や優秀な専任教員の指導のもとに作成されるソ

リューションを約半年で入手できるという点でメリッ

トが生じている。人材獲得については，企業派遣以外

の学生の約 60％が卒業後にパートナー企業に就職し

ており，これは，学生のキャリアパス，大学の就職支援，

企業の人材採用といった全ての側面で効果が生じてい

るといえる。このように，LFM では，インターンシッ

プを通じ，大学，教員，学生，企業がお互い win-win

の関係を構築できる内容となっている。また時代の変

化にあわせたプログラムの改善を続けてきており，い

わゆる生産管理といった現場のマネジメントから，外

部資源の調達やサプライチェーンマネジメントといっ

たようにテーマの拡大を図るとともに，パートナー企

業として，伝統的な製造業以外の企業の参加を促進し

ている。

　LEF 以外にも，米国では特長的な MOT プログラム

が多数提供されているが，多くに共通する事項として，

シリコンバレーを代表とする産業集積に立地する企業

群からの人材育成に対する強い要望と，最新の産業課

題を反映したプログラムを提供したい大学の意向が一

致し，産学連携による実践的な教育機会の提供と産業

界に対する人材獲得機会の提供が同時に行われている

ことが挙げられる。また，MOT 上の課題が時代に合

わせて変遷することに従い，その教育内容（教育プロ

グラムの焦点）も時代とともに変遷しており，各大学

においてその時々の産業課題を見極め，プログラムを

柔軟に改編してきている。例えば，MIT の MOT プロ

グラムにおいては，60年代の R&D マネジメントから，

技術移転，技術イノベーション，技術戦略，コーポレー

ト・ベンチャリングとその焦点を変化させてきた（図

表 1 参照）。こうした産学連携や時代に合わせたプロ

図表 1　MOTのスコープとその変遷
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グラム焦点の変遷は，日本における今後の MOT の進

め方を考えるにあたり示唆に富むものといえよう。

５．日本における MOTへの取り組み

　産業生産性調査委員会レポート（Made in America）

において米国が日本の製造業の生産・品質管理から多

くを学びそれがその後の成長の糸口になったことが物

語るように，日本企業では当時から MOT が実践され

ていた。生産・品質管理などの分野は学問領域として

も体系化され，その後，米国のみならず各国において

参考とされている。しかし，前述したとおり最近の環

境変化の下では過去の成功体験そのままでは競争に勝

つことはできない。

　スイスの研究機関 IMD の国際競争力年鑑によると，

このところの日本の競争力に対する評価は，科学イン

フラ水準に対しては高いものの，マネジメントに対し

ては低い結果となっている。国内の科学技術調査白書

でも専門技術者は質・量ともに充足しているが，マネ

ジメント人材や科学技術と社会を媒介する人材が特に

質の面で不足しているという調査結果が出ている。端

的に言えば，豊富な技術資産を持ちながら，これを上

手く活用する（マネジメントする）方法を持ち合わせ

ていないため，経済価値に結び付けられていない状況

が生じているというのである。

　安く早く高質で大量に作れば利益に結びつくことが

ある程度保証された，いわば技術も市場も不確実性が

低い環境においては，かつてより日本企業が得意とす

る生産・品質管理が強力な競争優位の源泉になりえた。

しかし，技術革新がめまぐるしく行われ，市場ニーズ

の変化が予測しずらい昨今においては，これらの強み

を生かしつつ，一方で，不確実性に満ちた環境のなか

で意志決定を行い，これを的確に遂行していくといっ

た戦略的なマネジメントが極めて重要となる。各方面

で指摘される日本企業の弱みとは，まさに後者の部分

であり，これこそが今後，強化すべきところであると

考えられている。

　国内企業でも，いくつかの競争力のある企業におい

ては，この不確実性のマネジメントへの取り組みが見

られる。しかし，残念ながら現状では，学問領域とし

て形式知化し，多くの人が体系的に学べるようには

なってない。日本企業の国際的な競争力を維持・向上

していくためには，高い競争力を持つ企業の取り組み

の形式知化とそれを体系的に学習し実践できる場の構

築を並行して進めていく必要がある。こうした状況を

踏まえ，日本では経済産業省が主導の下，産業人材育

成事業の一環として，MOT 教育事業（5 ヵ年）を展

開している（図表 2 を参照）。この事業の中では，産

学連携による MOT 教育プログラムの開発を進めると

共に，良質な教材が流通する仕組みなど MOT に関す

る知識共有基盤の構築，教育機関の相互認証によるプ

ログラム認定の検討，重点的に育成すべき MOT 人材

像やスキルに関する研究といったことが行われている

（2002年～現在も継続中）。

図表 2　MOT検討フレーム

　米国では大学・産業界が自らの危機感から産学連携

を積極的に進めつつ MOT を発展させてきたが，日本

では MOT の形式知化と教育・実践の場の構築を一気

に並行して短期間で実現すべく，国主導による取り組

みが進んでいるのが現状である（図表 3を参照）。

６．弁理士と MOT
　以降では，弁理士と MOT の関係について考察して

みたい。

（1）MOTに求められる人材像とスキル

　前述した MOT 教育事業において，重点的に育成す

べき MOT 人材とこうした人材が保有すべきスキル・

知識についての研究が行われている。ここでは重点的

に育成すべき MOT 人材として，以下の 6 つのタイプ

が提案されている（1 人が当てはまる人材像が 1 つと

は限らない。業態や企業規模によっては 1人が複数の

像を兼ねる場合もある点に注意が必要）。
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図表 3　MOTプログラムの開発機構

● 企業戦略・技術戦略に関し，不確実性とリスクを踏

まえ，責任ある意志決定を行える人材

● 企業戦略と技術戦略の融合による高度な戦略の立

案・策定ができる人材

● 知財による自社技術の競争力強化を実現することが

できる人材

● 自社技術の外部化や他社技術・事業の獲得を通して，

事業化促進や利益獲得ができる人材

● 自社の技術の強みを生かしつつ，勝てる商品を提供

しつづけることができる人材

● （事業視点から）有望な技術を抽出し，強化するこ

とができる人材

● 高度なすり合わせによる高い商品性能を実現する企

画・製造ができる人材

　2 章で述べたとおり，知財を代表とする無形資産の

位置付けが大きく変わったことを受け，知財による自

社技術の競争力強化を実現することができる人材（以

下，MOT ロイヤー）も重点的に育成すべき人材とさ

れている。弁理士と MOT という視点で見た場合，こ

の MOT ロイヤーが弁理士に最も近い人材像と考える

ことができる。この検討では MOT ロイヤーの人材要

件を以下のように定義している（あくまでも人材像を

イメージすることを目的とした整理であり，必要十分

条件ではないことに留意）。「MOT ロイヤーは知財の

申請・保護や知財による競争力の確保などに関する専

門家である。単純に法的な知識を有する人材とは一線

を画す。市場動向，技術動向，自社の保有特許を踏ま

え，パテントマップを作成，更新するとともに，技術

ロードマップ，技術開発目標とそのパテントマップの

図表 4　MOTに求められる人財像
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差異を分析し，将来的に不足する，または価値が低下

する知財分野に関して明確化しながら，知財戦略の方

向性（市場排他，オープン化，他社拡大防御など）を

具体化できる人材である。その一環として，コア領域

強化に影響のある他社特許について，内容・保有企業

を把握しているとともに，ノンコア分野に関わる知財

について，活用方法（コア周辺知財とのバーター，売

却，更新取りやめなど）を企画，提案できる」。つまり，

MOT で求められる知財のスペシャリストとは，単純

に法的な知識を有し，各種の法的な手続きを実施する

だけでなく，知財の視点から企業の技術戦略や事業戦

略を立案・推進できる人材である。

　こうした人材には，弁理士としての知識に加えて，

図表 5に示すようなスキルが求められる。特に「技術

経営共通」とされるリーダーシップ，対人スキル，価

値創造（発見力，課題設定力，戦略的思考など）や，

経営戦略・事業戦略・技術戦略に関するスキルが重要

である。これらのスキルは知識だけではあまり意味を

持たず，実践的な場を経験することにより始めて身に

付くものである。こうしたスキルを MOT という産学

連携の実践的教育の場をとおして，体系的に身に付け

ることが今後重要になるものと考えられる。

題として，発明・創出段階では「発明が保護ざれずに

流出，または未利用」，知的財産化段階では「保護さ

れても未利用」，収益活用段階では「活用されても創

造に還元されない」ということを指摘しており，こう

した課題を克服するために図表 7に示すような知的創

造サイクル全体を見据えた知的財産マネジメントのモ

デルを提唱している。

　ここで，現状の弁理士のみなさまの仕事の範囲を考

えてみて頂きたい。多くが「権利化」と「紛争処理」

に該当するもので，「活用」に係わる部分までを仕事

の範囲とすることは非常に少ないのが現状ではないだ

ろうか。さらに，誤解を恐れずに言えば，権利化や紛

争処理といった業務の多くは法務的なリスクマネジメ

ントにあり，判例を教訓としたリスク回避や管理の思

考になりがちであることから，無意識あるいは意識的

に知識の創出や活用の芽を摘んでしまうようなことが

発生する可能性も否定できないのではないか。今後，

弁理士を含めた知財関係者（企業の知的財産部など）

には，権利をプロテクトしつつ同時に知識の創出を支

援すること，権利化した知財を活用し新事業や収益を

生み出すことが今まで以上に求められるようになるも

図表 6　知的創造サイクル

（2）これからの弁理士像に関する一考察

　これまで述べてきたことを踏まえ，僭越ながら

MOT の視点でこれからの弁理士像についてもう少し

具体的に考察してみたい。

　東京大学先端科学研究技術センターの渡部俊也教授

は知的創造サイクルを図表 6ように示し，知的財産の

創造，保護，活用というサイクルを回すべきであると

提唱している。

　また，同氏は知的創造サイクルを回す際の重要な課 図表 7　知的財産のマネジメント

図表 5　MOT人材に求められるスキルの体系
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のと考えられる。分かり易く極端に言えば，出願・紛

争処理の実務者から知財の戦略的活用のコンサルタン

トになることが求められるのである。

　知財コンサルタントとして活躍するためには，自ら

が経営戦略・事業戦略・技術戦略やマーケティングな

どの基本的なビジネススキルを持つことに加え，経営

層や事業部門，研究開発部門などとやり取りするため

の対人スキルやリーダーシップ，さらには課題設定力

や戦略的思考といった能力がこれまで以上に必要とな

る。MOT とはこうしたスキルを実践的に習得し，業

務に活用していくための一つの方法論と考えることも

できる。

　先日，ある弁理士団体の主催する研修で上述の主旨

をお話しさせて頂いた際，複数の方から知財部門の企

業内での位置付けや中小企業と弁理士の関係などの理

由から，知識の創出や活用といった部分に関与するこ

とは難しいとの意見を頂戴した。しかし，弁理士のみ

なさまは既に知財に関する専門知識・経験という非常

に強い武器を持っている。IT コンサルタントも SE と

して活躍した人が事業・戦略に関するスキルを習得す

る方が近道であると言われているのと同様，個人的に

は弁理士のみなさまの方が一般の人々より前述した

MOT ロイヤーにずっと近い立場にいると考えている。

知識の創出や活用まで踏み込むためのスキルを身に付

け，是非とも活躍の場を更に広げて頂きたい。

７．MOTプラットフォームの紹介

　最後になるが，冒頭述べたとおり MOT は時代とと

もに変遷するものである。日本においても MOT の必

要性は既に多くの人が認知するところとなっている

が，その内容に関してはまだまだ検討が必要であり，

今後様々な場所で各種の検討が行われていくものと思

われる。こうした国内における MOT に関する動向に

ついて常時取りまとめ，紹介している Web サイトを

紹介し，本稿の締めくくりとしたい。

　MOT プラットフォーム（http://www.mot.gr.jp）は

MOT に関して情報提供や E-Learning などのサービス

を提供するサイトであり以下に示す目的で構築され

た。国内の MOT の最新動向を知る場として活用頂け

れば幸いである。

MOTプラットフォームの構築目的

（1）学習目的にあった教育プログラムの紹介

（2）教材流通促進

（3）MOT プレスクール情報提供

（4）基礎科目の e ラーニング提供

（5）企業の意見を教育に反映

（6）企業事例取材要請・協力
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